
ら
も
難
点
が
窺
え
る
。

　
薬
剤
情
報
に
関
し
て
、
９

月
診
療
分
の
電
子
レ
セ
プ
ト

か
ら
抽
出
を
開
始
、
以
後
３

年
間
分
の
情
報
が
閲
覧
で
き
、

医
療
機
関
等
に
お
い
て
も
、

患
者
の
同
意
に
よ
り
医
師
、

歯
科
医
師
、
薬
剤
師
等
が
、

他
院
の
レ
セ
プ
ト
由
来
の
薬

剤
情
報
や
こ
れ
ま
で
把
握
出

来
な
か
っ
た
院
内
、Ｄ
Ｐ
Ｃ
等

の
薬
剤
情
報
を
把
握
で
き
る
。

　
特
定
健
診
・
後
期
高
齢
者

健
診
の
情
報
は
マ
イ
ナ
ポ
ー

の
み
で
受
診
し
た
場
合
、
基

本
的
に
は
被
保
険
者
証
の
不

持
参
と
同
じ
対
応
と
な
る
。

　
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
の
故
障

等
に
よ
り
読
み
取
り
が
で
き

な
い
場
合
、
資
格
情
報
の
確

認
を
可
能
と
す
る
シ
ス
テ
ム

障
害
・
大
規
模
災
害
時
機
能

を
起
動
し
、氏
名
、生
年
月
日
、

性
別
、
住
所
、
保
険
者
名
に

よ
り
検
索
し
行
う
。

　
転
職
等
に
よ
り
保
険
者
を

異
動
し
た
直
後
は
、
異
動
先

の
保
険
者
が
デ
ー
タ
を
登
録

す
る
ま
で
の
タ
イ
ム
ラ
グ
が

生
じ
る
た
め
、
医
療
機
関
に

お
い
て
資
格
確
認
を
行
う
と
、

「
無
効
」
と
の
結
果
が
表
示
さ

れ
る
。そ
の
た
め
新
保
険
証
の

有
無
に
よ
り
対
応
が
異
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
顔
認
証
付
き

カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
の
準
備
完

了
施
設
及
び
健
康
保
険
証
の

利
用
登
録
の
少
な
さ
、
ま
た

イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
ケ
ー
ス
へ

の
対
応
に
煩
雑
な
手
順
が
求

め
ら
れ
る
。
カ
ー
ド
の
使
用

に
不
慣
れ
な
高
齢
者
な
ど
が
、

ス
ム
ー
ズ
な
手
続
き
が
行
え

ず
、
新
た
な
介
助
者
の
必
要

や
感
染
拡
大
防
止
の
観
点
か

10
月
10
日
時
点
で
、
顔
認

証
付
き
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
申

込
数
12
万
８
８
６
７
施
設

（
56
・
２
％
）
で
、
準
備
完
了

施
設
は
、
１
万
８
１
４
１
施

設
（
７
・
９
％
）、
プ
レ
運
用

施
設
数
は
、
７
３
９
１
施
設

（
３
・
２
％
）
で
あ
る
。
ま
た

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付

枚
数
に
対
す
る
健
康
保
険
証

の
利
用
登
録
は
、
５
４
５
万

３
６
６
８
件
と
お
よ
そ
10
％

で
あ
る
。

　
保
険
証
化
し
た
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
不
持
参
の
場
合
、

ま
た
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認

に
対
応
し
て
い
な
い
医
療
機

関
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

タ
ル
か
ら
閲
覧
可
能
と
さ
れ

て
い
る
が
、
保
険
者
が
特
定

健
診
等
の
結
果
を
オ
ン
ラ
イ

ン
資
格
確
認
シ
ス
テ
ム
に
登

録
す
る
必
要
が
あ
り
、
令
和

２
年
度
以
降
に
順
次
登
録
さ

れ
た
５
年
間
分
が
対
象
と
な

る
。
　
医
療
費
通
知
情
報
は
、
保

険
医
療
機
関
・
保
険
薬
局
の

窓
口
で
支
払
っ
た
公
的
医
療

保
険
に
係
る
医
療
費
（
審
査

支
払
機
関
へ
提
出
さ
れ
る
レ

セ
プ
ト
に
含
ま
れ
な
い
柔
整

整
復
療
養
費
等
は
対
象
外
）

で
、
医
療
保
険
者
審
査
時
の

返
戻
分
の
レ
セ
プ
ト
は
対
象

外
で
あ
る
が
、
月
遅
れ
請
求
、

審
査
支
払
機
関
で
の
返
戻
分

レ
セ
プ
ト
が
対
象
と
な
っ
て

お
り
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
活

用
し
た
医
療
費
控
除
の
申
告

手
続
き
の
簡
素
化
や
管
理
が

可
能
に
な
る
。

　
　
　

◇　

◇　

◇

充
分
な
体
制
整
備
が
整
っ

て
い
な
い
状
況
で
本
格
運
用

を
始
め
る
こ
と
に
よ
り
、マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
紛
失
、盗

難
な
ど
患
者
と
の
ト
ラ
ブ
ル
の

リ
ス
ク
の
高
ま
り
や
職
員
の
多

忙
化
の
恐
れ
、シ
ス
テ
ム
ト
ラ

ブ
ル
へ
の
対
応
や
維
持
・
点
検

な
ど
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
の
負

担
な
ど
懸
念
、問
題
点
が
あ
る
。

強
引
に
国
が
推
し
進
め
る

狙
い
は
、
公
的
給
付
の
迅
速

か
つ
確
実
な
支
給
を
名
目
に

デ
ジ
タ
ル
改
革
関
連
法
に
基

づ
く
預
貯
金
口
座
の
登
録
な

ど
、そ
の
情
報
の
取
得
、紐
づ

け
を
増
や
し
、最
終
的
に
金
融

資
産
等
の
把
握
に
よ
る
負
担

と
給
付
を
抑
え
込
も
う
と
す

る
医
療
費
適
正
化
で
あ
る
。今

後
の
経
過
を
見
極
め
た
対
応

を
検
討
し
て
も
遅
く
は
な
い
。

北 海 道 保 険 医 新 聞

山
々
の
頂
が
白
く
な
っ
て

き
た
昨
今
、
新
型
コ
ロ
ナ
ワ

ク
チ
ン
接
種
は
終
盤
に
さ
し

か
か
り
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

ワ
ク
チ
ン
接
種
が
始
ま
っ
て

い
る
▼
こ
れ
ま
で
コ
ロ
ナ
感

染
が
拡
大
す
る
中
、
医
療
崩

壊
の
危
機
が
繰
り
返
し
叫
ば

れ
て
き
た
。
医
療
サ
イ
ド
の

奮
闘
努
力
に
よ
っ
て
、
最
近

や
っ
と
感
染
者
は
減
少
に
転

じ
た
が
、
医
療
機
関
の
負
担

は
大
き
い
。
入
院
や
手
術
の

制
限
、
風
評
被
害
、
感
染
防

止
対
策
の
費
用
、
発
熱
外
来

の
設
置
、Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
や
ワ
ク

チ
ン
接
種
の
実
施
な
ど
で
、

様
々
な
対
応
が
余
儀
な
く
さ

れ
た
。
通
常
業
務
だ
け
で
も

精
い
っ
ぱ
い
の
現
場
の
負
担

は
限
界
を
大
き
く
超
え
て
し

ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の

医
療
費
抑
制
策
に
よ
り
医
療

現
場
に
は
余
裕
が
な
く
な
っ

て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
▼
岸
田
政
権
に
代

わ
っ
て
行
わ
れ
た
第
49
回
衆

院
選
。
コ
ロ
ナ
対
策
・
経
済

対
策
・
所
得
分
配
な
ど
が
争

点
と
な
っ
た
。
投
票
日
で
あ

る
10
月
31
日
、
未
来
を
期
待

し
た
国
民
に
よ
っ
て
審
判
が

下
さ
れ
た
▼
コ
ロ
ナ
禍
で
明

ら
か
に
な
っ
た
医
療
現
場
の

限
界
状
態
、
医
師
や
看
護
師

な
ど
医
療
従
事
者
の
過
重
労

働
、
そ
し
て
医
療
費
抑
制
策

に
よ
る
経
営
難
は
改
善
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
新
政
権

に
は
医
療
抑
制
政
策
を
止
め

る
こ
と
を
強
く
望
む
。

加藤 康夫

（
道
）

2021年（令和3年）11月5日

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
等
シ
ス
テ
ム
の
本
格
運
用
が
、10
月
20
日
に

始
ま
っ
た
。顔
認
証
付
き
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
を
設
置
し
て
い
る
医
療

機
関
、薬
局
で
資
格
確
認
の
他
、薬
剤
情
報
の
閲
覧
、高
額
療
養
費
制

度
の
手
続
き
不
要
な
ど
、マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
薬
剤
情
報
、特
定
健

診
情
報
や
医
療
費
通
知
情
報
の
閲
覧
が
で
き
る
。し
か
し
導
入
状
況

な
ど
か
ら
今
後
の
運
用
に
対
し
、体
制
整
備
が
危
惧
さ
れ
る
。

（1）第963号（昭和40年4月18日 第3種郵便物認可）

主な目次

解
説
「
命
と
暮
ら
し
を
優

先
す
る
政
治
へ
」

歯
科
保
険
診
療
研
究

●
会
員
訪
問

●
コ
ロ
ナ
対
策
経
費
補
助
を

　
ご
活
用
く
だ
さ
い

時
論「
宣
言
解
除
の
先
は
」

●
…
面
２

●
…
面
３

●
…
面
４

読
後
感

●

図 オンライン資格確認における本人確認の仕組み（2019年12月25日　医療保険部会）

現
状
の
確
認

そ
の
他
の
情
報
閲
覧

イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な

　
ケ
ー
ス
へ
の
対
応

機
能
す
る
の
か

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認

レ
セ
プ
ト
審
査
の
概
要
を
学
ぶ

Ｗ
Ｅ
Ｂ
保
険
診
療
セ
ミ
ナ
ー

10
月
７
日
、
本
会
は
「
レ

セ
プ
ト
審
査
で
進
む
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
シ
ス
テ

ム
の
現
状
等
」
を
テ
ー
マ
に

オ
ン
ラ
イ
ン
で
保
険
診
療
セ

ミ
ナ
ー
を
開
催
し
た
。
セ
ミ

ナ
ー
は
野
上
孝
司
氏
（
北
海

道
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合

会
審
査
部
長
）
を
講
師
に
迎

え
、
医
師
や
ス
タ
ッ
フ
１
０

９
人
が
参
加
し
た
。

　
講
演
は
、
レ
セ
プ
ト
審
査

と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク

の
概
要
を
は
じ
め
、
診
療
報

酬
の
請
求
か
ら
支
払
ま
で
の

流
れ
、
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
・

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
今

後
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
詳
説

が
行
わ
れ
た
。

　
野
上
氏
は
「
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
チ
ェ
ッ
ク
及
び
医
学
的
判

断
を
伴
う
審
査
基
準
に
つ
い

て
は
、
国
保
連
と
支
払
基
金

で
の
差
異
が
あ
り
、
ま
た
国

保
連
に
お
い
て
も
都
道
府
県

ご
と
に
細
部
で
取
扱
い
が
異

な
っ
て
い
る
。
こ
の
差
異
に

つ
い
て
は
、
国
保
連
で
の
全

国
統
一
後
、
支
払
基
金
と
も

統
一
を
図
る
よ
う
協
議
を
進

め
て
い
る
」
と
説
明
。
こ
れ

ら
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク

を
含
む
審
査
基
準
で
全
国
統

一
さ
れ
た
項
目
に
つ
い
て
は
、

「
随
時
、
国
保
中
央
会
及
び
支

払
基
金
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

お
い
て
公
開
し
て
い
る
の
で

確
認
を
」
と
呼
び
掛
け
た
。

　
続
け
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資

格
確
認
の
導
入
に
関
し
て
、

新
た
に
被
保
険
者
番
号
に
枝

番
が
附
番
さ
れ
る
こ
と
を
紹

介
し
な
が
ら
、
審
査
や
返
戻

の
対
応
方
法
に
つ
い
て
解
説

が
行
わ
れ
た
。

　
特
に
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確

認
の
導
入
に
よ
り
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
限
定
と
は
な

る
が
、
薬
剤
情
報
や
他
医
療

機
関
の
受
診
情
報
等
も
閲
覧

可
能
と
な
る
た
め
、
今
後
、

国
の
動
向
に
よ
っ
て
は
審
査

の
在
り
方
に
つ
い
て
も
変
更

が
生
じ
る
可
能
性
も
あ
る
た

め
注
意
が
必
要
と
し
た
。

参
加
者
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は

「
非
常
に
勉
強
に
な
っ
た
」「
今

後
も
参
加
し
た
い
」な
ど
の
感

想
が
寄
せ
ら
れ
好
評
だ
っ
た
。

▲講演する野上氏

字　数

600～800字
締切日
11月15日（月）必着
テーマは問いません。随筆
（暮らしの中での思い、旅
行記、趣味紹介、ユニーク
な視点等）をお寄せくださ
い。写真も募集しますの
で、奮ってご応募ください。

作品は、こちらまで
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だ
。

　
　
　

◇　

◇　

◇

　
新
政
権
は
安
倍
・
菅
政
権

の
継
続
で
は
な
く
、
転
換
を

訴
え
る
政
策
や
理
念
を
目
標

に
と
ど
め
ず
、
具
体
的
手
法

や
期
限
を
明
確
に
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
岸
田
新
総
理
の
掲
げ
る「
一

人
一
人
の
国
民
の
声
に
寄
り

添
い
、
そ
の
多
様
な
声
を
真

摯
に
受
け
止
め
、
か
た
ち
に

す
る
、
信
頼
と
共
感
を
得
ら

れ
る
政
治
が
必
要
で
あ
る
」

が
実
現
で
き
る
の
か
、
今
後

に
注
目
が
必
要
だ
。

新
自
由
主
義
路
線
の
見
直
し
・

転
換
が
提
起
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
バ
イ
デ
ン
米

大
統
領
は
、
施
政
方
針
演
説

で
、
最
低
賃
金
の
引
き
上
げ
、

ト
リ
ク
ル
ダ
ウ
ン
か
ら
の
決

別
を
宣
言
し
た
。
世
界
を
見

て
も
経
済
危
機
の
打
開
を
目

的
に
、
日
本
の
消
費
税
に
あ

た
る
付
加
価
値
税
の
減
税
を

実
施
し
た
国
は
60
を
超
え
て

い
る
。

　
わ
が
国
で
も
困
窮
す
る
暮

ら
し
を
立
て
直
し
、
貧
困
と

格
差
を
抜
本
的
に
改
善
す
る

た
め
に
「
消
費
税
減
税
」
な

ど
具
体
的
な
手
立
て
が
必
要

成
長
戦
略
は
堅
持
し
た
上
で

「
令
和
版
所
得
倍
増
計
画
」
を

掲
げ
て
い
る
が
、
企
業
成
長

に
よ
り
労
働
賃
金
を
引
き
上

げ
家
計
に
恩
恵
を
も
た
ら
す

「
ト
リ
ク
ル
ダ
ウ
ン
理
論
」
は

安
倍
・
菅
政
権
下
で
破
綻
し

て
い
る
。
法
人
税
減
税
に
よ

る
賃
上
げ
誘
導
、
雇
用
の
流

動
化
の
名
目
で
正
規
雇
用
か

ら
非
正
規
雇
用
へ
の
置
き
換

え
が
進
み
、
そ
の
結
果
、
所

得
再
分
配
機
能
は
低
下
し
、

低
賃
金
労
働
者
が
増
加
し
て

い
る
。

　
世
界
で
は
、
コ
ロ
ナ
禍
を

教
訓
に
著
名
な
学
者
等
か
ら

　
い
ま
こ
そ
「
い
つ
で
も
、

ど
こ
で
も
、
だ
れ
で
も
」
が

安
心
し
て
医
療
を
受
け
ら
れ

る
世
界
に
冠
た
る
皆
保
険
を

守
り
、
充
実
さ
せ
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
来
年
に
実
施
さ
れ
る
診
療

報
酬
改
定
で
は
、
抜
本
的
引

き
上
げ
と
、
こ
の
間
に
徹
底

し
て
行
っ
て
き
た
感
染
対
策

の
努
力
を
加
味
し
た
、
医
療

機
関
を
支
え
る
大
幅
な
プ
ラ

ス
改
定
と
す
べ
き
だ
。

　
ま
た
こ
れ
ま
で
の
諸
政
策

を
反
省
し
て
、
受
診
控
え
を

　
新
自
由
主
義
路
線
に
よ
る

企
業
利
益
優
先
、
規
制
緩
和
、

自
立
・
自
助
を
重
視
す
る
政

治
が
招
い
た
「
格
差
と
貧
困

の
拡
大
」「
社
会
保
障
の
後
退
」

「
社
会
的
共
通
資
本
の
弱
体

化
」
が
新
型
コ
ロ
ナ
の
感
染

拡
大
に
よ
っ
て
明
ら
か
と

な
っ
た
。

　
医
療
分
野
で
は
、
長
い
間

医
療
・
公
衆
衛
生
を
切
り
捨

て
た
諸
政
策
が
行
わ
れ
て
き

た
。
弱
体
化
し
た
医
療
提
供

体
制
に
感
染
拡
大
が
追
い
打

ち
を
か
け
、
全
国
的
医
療
崩

壊
が
起
き
て
い
る
。

　
政
府
は
「
自
助
」
の
名
の

も
と
に
「
自
己
責
任
」
を
国

民
に
押
し
付
け
、
ま
と
も
な

審
議
な
く
コ
ロ
ナ
禍
に
高
齢

者
２
割
負
担
法
案
は
強
行
さ

れ
た
。
病
床
削
減
を
推
し
進

め
る
医
療
法
改
定
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
保
険
証
化

な
ど
、
医
療
・
社
会
保
障
の

改
悪
が
続
け
ざ
ま
に
実
施
さ

れ
て
き
た
。

助
長
さ
せ
る
「
75
歳
以
上
の

２
割
負
担
な
ど
の
医
療
改
悪

の
実
施
中
止
」、
医
療
・
社
会

保
障
を
充
実
さ
せ
る
た
め
に

「
必
要
医
師
数
を
養
成
・
確
保

し
、
医
師
不
足
・
医
師
偏
在

の
解
消
」
な
ど
命
と
暮
ら
し

を
優
先
す
る
政
治
へ
の
転
換

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
岸
田
新
総
理
は
「
小
泉
改

革
以
降
の
新
自
由
主
義
的
政

策
を
転
換
す
る
」と
訴
え
、「
成

長
と
分
配
の
好
循
環
」
の
た

め
年
内
に
数
十
兆
円
規
模
の

経
済
対
策
を
講
じ
る
と
し
た

　
　
　
　
。

　
こ
の
間
の
「
ア
ベ
ノ
ミ
ク

ス
」
の
大
規
模
な
金
融
緩
和

と
財
政
出
動
、
投
資
を
促
す
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宣
言
解
除
の
先
は

　
緊
急
事
態
宣
言
及
び
ま

ん
延
防
止
等
重
点
措
置
は
、

９
月
30
日
を
も
っ
て
全
都

道
府
県
で
解
除
さ
れ
た
。

時
を
同
じ
く
し
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

策
費
と
し
て
の
診
療
報
酬

上
の
特
例
措
置
も
廃
止
・

減
額
さ
れ
た
。
全
て
の
医

療
機
関
が
、
新
型
コ
ロ
ナ

患
者
の
診
察
有
無
に
関
わ

ら
ず
徹
底
し
て
き
た
感
染

予
防
策
は
、
新
規
感
染
者

の
減
少
を
も
っ
て
不
必
要

に
な
っ
た
と
い
う
の
か
。

　
昨
年
４
月
の
宣
言
発
令

以
来
、
慢
性
的
な
経
費
増

大
と
風
評
被
害
も
手
伝
っ

た
受
診
抑
制
は
今
も
続
く
。

今
年
に
な
り
、
コ
ロ
ナ
禍

る
こ
と
も
確
認
さ
れ
て
い

る
。
あ
の
時
、
国
が
す
べ

き
こ
と
は
自
ら
事
務
作
業

を
担
う
こ
と
だ
っ
た
の
か
。

　
減
額
の
理
由
を
明
ら
か

に
し
な
い
ま
ま
、
令
和
３

年
度
分
を
10
月
よ
り
３
カ

月
間
で
病
院・
有
床
診
10
万

円
、
無
床
診
８
万
円
を
上

限
に
実
費
支
給
す
る
と
い

う
。
３
年
度
分
は
電
子
申

請
に
変
更
し
た
と
は
い
え

迅
速・
確
実
に
交
付
さ
れ
る

か
は
全
く
不
明
で
あ
る
。

　
新
政
権
に
は
、
２
年
度

分
交
付
不
備
の
全
容
解
明

と
全
額
交
付
、
３
年
度
分

交
付
額
の
適
正
化
お
よ
び

申
請
手
続
き
の
簡
素
化
・

確
実
性
を
求
め
る
。

の
医
療
機
関
支
援
と
し
て

設
置
し
た
「
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
感
染
拡

大
防
止
・
医
療
提
供
体
制

確
保
支
援
補
助
金
」（
コ
ロ

ナ
補
助
金
）
の
交
付
遅
れ

が
続
い
て
い
る
。
コ
ロ
ナ

補
助
金
は
令
和
２
年
度
３

次
補
正
予
算
成
立
を
受
け

本
年
１
月
に
交
付
が
決
定

し
た
。
昨
年
12
月
15
日
か

ら
今
年
３
月
末
ま
で
の
、

感
染
対
策
費
や
賃
料
な
ど

幅
広
い
経
費
の
見
込
み
支

出
を
含
め
た
２
月
末
ま
で

の
申
請
に
対
し
、
25
万
円

＋
５
万
円×

許
可
病
床
数

を
上
限
に
支
給
さ
れ
る
と

い
う
も
の
。
コ
ロ
ナ
禍
受

診
控
え
に
よ
る
減
収
も
補

填
さ
れ
る
期
待
か
ら
か
、

10
万
５
千
件
余
り
の
申
請

が
あ
っ
た
。
厚
労
省
は
２

月
時
点
で
「
受
付
か
ら
振

込
ま
で
概
ね
１
カ
月
」
と

説
明
し
て
い
た
。
し
か
し
、

８
月
４
日
時
点
で
交
付
が

決
定
さ
れ
た
の
は
６
万
５

千
件
、
書
類
不
備
な
も
の

が
１
万
件
と
の
こ
と
。
申

請
締
切
り
か
ら
６
カ
月
を

経
て
、
残
り
３
万
件
余
り

の
交
付
が
未
定
と
い
う
異

常
な
事
態
で
あ
る
。
申
請

方
法
を
郵
送
と
し
た
た
め

事
務
手
続
き
が
滞
り
、
電

話
で
の
問
い
合
わ
せ
に
対

し
10
万
件
中
４
万
件
が
未

審
査
と
回
答
す
る
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー
も
。
さ
ら
に
、

申
請
書
そ
の
も
の
の
行
方

不
明
が
多
数
発
生
し
て
い

解　説

新政権に転換を望む
命と暮らしを優先する政治へ

　
臨
時
国
会
で
、岸
田
氏
が
新
総
理
に
就
任
し
た
。新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
へ
の
今
後
の
対
応
に
つ
い
て
、病
床
と
医
療
人
材
の
確

保
、在
宅
療
養
者
に
対
す
る
対
策
を
徹
底
す
る
と
言
及
。ま
た
、ア
ベ

ノ
ミ
ク
ス
を
修
正
し
、格
差
是
正
に
向
け
て
中
間
層
を
守
る「
新
し
い

資
本
主
義
」を
唱
え
、「
成
長
と
分
配
の
好
循
環
」と「
コ
ロ
ナ
後
の
新

し
い
社
会
の
開
拓
」に
よ
る
実
現
を
呼
び
掛
け
て
い
る
。

図
・
表

表 岸田内閣　基本方針

図 岸田新総理が目指す「成長と分配の好循環」

損保商品のご案内

GK 見守るクルマの保険（家庭用自動車総合保険・プレミアムドラレコ型）
プレドラならではの機能を搭載！

・車外持ち出し機能
・360°撮影
・駐車監視機能
・常時通報機能

2022年1月始期契約分
より専用ドライブレコー
ダーが新しくなります。
万一の事故の際やいつも
の運転にも安心な機能・
サービスをご提供します。

〈お申込み資格〉
●保険医会の会員、家族
●会員が雇用する使用人（会員が代表者である医療法人が雇用する使用人）

団体所得補償保険（団体割引15％適用）
メリット
・入院による就業不能は1日目から補償！
・満79歳まで医師の診査なしでご加入
いただけます
・法人加入もできます
・地震、噴火、津波等の天災によるケガも補償！

ケガや病気により働け
なくなった場合の休業リ
スクに備えられます。

011-231-6281お問い合わせ・資料請求 ： 北海道保険医会 取扱代理店 ： 合同会社 保険医サポート北海道　引受保険会社 ： 三井住友海上火災保険（株）

コ
ロ
ナ
収
束
に
は

医
療
体
制
の
拡
充
が
必
須

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
か
ら
ど
の

よ
う
に
軌
道
修
正
す
る
か
？

①新型コロナウイルス対策

成長戦略

新型コロナ禍に対応し、
年内に数十兆円規模の
経済対策を策定

消費税率は
10年程度引き上げず

格差を是正し
中間層を拡大

経済成長へ

③国民を守り抜く、外交・安全保障、④危機管理の徹底、⑤東日本大震災からの復興、国土強靭化

　（略）病床、医療提供体制の確保や、自宅療養者の対策強化など、安心確保の
ための取組の全体像を早急に国民に示し、国民と共有し、その共通の認識の下
に、新型コロナ対応を行う。
　同時に、これまでの対応を徹底的に分析し、何が健康危機管理のボトルネッ
クになっていたのかを検証し、我が国の健康危機管理を抜本的に強化してい
く。（略）

②新しい資本主義の実現
　（略）「成長と分配の好循環」と、デジタル化な
ど新型コロナによってもたらされた社会変革の
芽を大きく育て、「コロナ後の新しい社会の開
拓」をコンセプトとした、新しい資本主義を実現
していく。

▼科学技術立国へ大学ファンドを10兆円規模に
▼経済安全保障を強化
▼デジタル田園都市国家を実現

分配政策
▼子育て世帯の住居費・教育費を支援
▼看護師や保育士らの賃金引上げ
▼金融所得への課税強化

※各種機能・仕様は開発中のため
　変更となる場合がございます。



歯科保険請求・審査等に係る講習会

　
９
月
末
で
廃
止
さ
れ
た
、

感
染
症
対
策
実
施
加
算
な
ど

に
代
わ
る
実
費
補
助
「
令
和

３
年
度
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
感
染
拡
大
防
止
継

続
支
援
補
助
金
」
に
つ
い
て

国
か
ら
申
請
方
法
な
ど
が
示

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
本
補
助
金
は
新
型
コ
ロ
ナ

患
者
・
疑
い
患
者
の
受
入
れ

対
応
に
よ
ら
ず
申
請
が
可
能

で
す
。
ま
た
こ
れ
ま
で
の「
令

和
２
年
度
（
も
し
く
は
令
和

３
年
度
）
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
感
染
拡
大
防
止
・

医
療
提
供
体
制
確
保
支
援
補

助
金
」
に
よ
る
補
助
を
受
け

て
い
る
（
申
請
を
行
っ
て
い

る
）
場
合
で
も
申
請
可
能
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
本
補
助
金
は
全
て

精
算
交
付
と
な
っ
て
お
り
、

費
用
が
確
定
し
て
か
ら
の
申

請
と
な
り
ま
す
。

　
申
請
は
、
手
続
き
の
簡
素

化
を
図
る
観
点
か
ら
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
電

子
申
請
が
予
定
（
10
月
20
日

現
在
）
さ
れ
、
支
出
し
た
費

用
の
金
額
を
入
力
す
れ
ば
領

収
書
等
の
証
拠
書
類
の
提
出

は
不
要
と
さ
れ
て
お
り
ま
す

（
証
拠
書
類
は
交
付
決
定
か
ら

５
年
間
は
保
管
が
必
要
と
な

り
ま
す
）。

　
是
非
ご
活
用
く
だ
さ
い
。
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い
う
１
匹
の
犬
が
、
東
日
本

大
震
災
の
被
災
地
か
ら
西
へ

西
へ
と
移
動
し
て
い
く
中
で
、

一
時
的
に
飼
い
主
と
な
る
人

と
の
交
流
が
描
か
れ
て
い
る
。

あ
ま
り
詳
し
く
書
く
と
ネ
タ

バ
レ
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、

最
後
の
話
ま
で
読
む
と
、
多

聞
が
な
ぜ
西
の
方
へ
向
か
い

続
け
て
い
た
の
か
が
判
明
す

る
こ
と
で
、
６
編
の
話
に
１

本
の
芯
が
通
っ
た
よ
う
な
感

覚
に
な
る
。

　
犬
は
人
の
気
持
ち
や
言
葉

が
理
解
で
き
る
と
い
わ
れ
る
。

本
書
は
犬
好
き
の
方
に
は
特

に
必
読
の
書
と
い
え
る
。

　
本
書
は
２
０
２
０
年
に
直

木
賞
を
受
賞
し
た
話
題
作
な

の
で
、
す
で
に
読
ま
れ
た
方

も
多
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
私
は
普
段
直
木
賞
・
芥
川

賞
を
受
賞
し
た
作
品
を
あ
え

て
読
ま
な
い
が
、
北
海
道
に

縁
が
あ
る
著
者
の
作
品
と
い

う
こ
と
も
あ
り
、
手
に
取
っ

て
み
た
。

　
構
成
は
６
編
の
話
か
ら
な

り
、
全
て
に
同
じ
１
匹
の
犬

が
関
わ
っ
て
い
る
。
多
聞
と

〈
主
な
協
議・検
討
事
項
〉

①
２
０
２
１
年
度
歯
科
部
関
係
事
業
の
具
体
化
に
つ
い
て

・（
11
／
13
）
第
２
回
歯
科
各
種
届
出
に
係
る
研

  

修
会
（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
開
催
）

・（
11
／
27
）
歯
科
保
険
請
求
・
審
査
等
に
関
す

  

る
講
習
会
（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
開
催
）

  ※

歯
科
臨
床
講
演
会
（
２
／
19
）
を
予
定
（
内

  

容
は
検
討
中
）

②
歯
科
保
険
診
療
ア
ン
ケ
ー
ト
に
つ
い
て

・　

月
実
施
に
向
け
準
備
を
進
め
る

③
そ
の
他

・（　

／
５
号
）「
歯
科
保
険
診
療
研
究
」
原
稿
の

確
認 第

7
回
歯
科
部
担
当
理
事
会（
10
月
13
日
）

歯
科
部
だ
よ
り

※

次
回
第
8
回
歯
科
部
担
当
理
事
会

…

11
月
10
日（
水
）午
後
７
時

少
年
と
犬
馳
星
周
著

文
藝
春
秋
社

―

ど
の
よ
う
な
医
院
を
目
指
し

　
て
い
ま
す
か

患
者
さ
ん
、ク
リ
ニ
ッ
ク
の

仲
間
た
ち
と
自
分
自
身
、三

方
良
し
の
医
院
づ
く
り
を
目

指
し
て
い
ま
す
。

　

人
生
に
お
い
て
仕
事
に
携

わ
る
時
間
は
大
き
な
ウ
エ
イ

ト
を
占
め
て
お
り
、か
つ
歯
科

医
院
は
リ
モ
ー
ト
や
マ
ル
チ

タ
ス
ク
が
難
し
い
分
、楽
し
く

仕
事
を
し
た
い
で
す
。

―

ご
家
族
を
ご
紹
介
い
た
だ
け

　
ま
す
か

　
妻
、
娘
、
マ
ル
チ
ー
ズ
の

四
人
家
族
で
す
。

―

ご
趣
味
は

中
学
一
年
か
ら
20
年
以
上
続

け
て
い
る
ド
ラ
ム
演
奏
で
す
。

仲
間
と
バ
ン
ド
を
し
て
い
る

三方良しの医院を目標に

飯岡　拓馬 先生
たくまファミリー歯科　札幌市・北区130130

略歴
札幌市出身。北大農学部に入学

後、在学中に歯科医を志し、再受
験して北大歯学部に入学。同大学
院を卒業後、市内医療機関で勤務
を経て、2012年に開業。

け
る
か
」と
い
う
ト
ッ
プ
ダ

ウ
ン
か
ら
診
療
方
針
を
立
案

し
、患
者
さ
ん
に
提
案
で
き
る

よ
う
日
々
心
が
け
て
い
ま
す
。

―

開
業
後
苦
労
し
た
こ
と
や
嬉

　
し
か
っ
た
こ
と
な
ど

　
開
業
を
決
意
し
た
の
は
、

実
は
そ
れ
ほ
ど
深
く
考
え
ず

に
、「
年
齢
的
に
そ
ろ
そ
ろ

か
な
」
位
の
心
境
で
し
た
。

　
札
幌
北
高
〜
北
海
道
大
学

と
、
学
生
時
代
を
北
24
条
エ

リ
ア
で
過
ご
し
、
土
地
勘
は

―

ご
専
門
は

保
険
診
療
全
般
に
加
え

て
、矯
正
、審
美
、イ
ン
プ
ラ

ン
ト
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
と
く
に
こ
れ
が
専
門
と
い

う
よ
り
は
、
患
者
さ
ん
各
々

に
と
っ
て
バ
ラ
ン
ス
の
良
い

総
合
診
療
を
行
え
る
よ
う
、

診
療
の
幅
を
広
げ
、
か
つ
そ

れ
ぞ
れ
の
治
療
の
質
を
上
げ

る
よ
う
努
め
て
い
ま
す
。

「
い
か
に
安
心
し
て
メ
ン

テ
ナ
ン
ス
に
通
っ
て
い
た
だ

あ
る
つ
も
り
で
し
た
。
し
か

し
い
ざ
開
業
し
て
み
る
と
、

歯
科
の
知
識
技
術
の
研
鑽
以

外
の
部
分
、
例
え
ば
ス
タ
ッ

フ
と
の
人
間
関
係
や
ク
リ

ニ
ッ
ク
の
医
療
理
念
の
定
着

の
難
し
さ
、
ま
た
地
域
の
雰

囲
気
や
土
地
柄
に
慣
れ
て
馴

染
ん
で
い
く
ま
で
は
、
様
々

な
苦
労
を
し
ま
し
た
。

　
今
で
も
毎
日
色
々
あ
り
ま

す
が
、
患
者
さ
ん
に
感
謝
の

言
葉
を
い
た
だ
け
る
と
き
が

と
て
も
嬉
し
く
、
仕
事
の
励

み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

―

診
療
で
心
掛
け
て
い
る
こ
と
は

　
患
者
さ
ん
の
健
康
（
体
も

心
も
）
に
寄
与
し
て
い
る
か

ど
う
か
を
常
に
自
問
自
答
し

な
が
ら
診
療
し
て
い
ま
す
。

時
が
最
高
に
楽
し
い
で
す
。

　
旅
行
も
大
好
き
で
す
。
学

会
や
セ
ミ
ナ
ー
は
勉
強
し
に

行
く
だ
け
で
も
ワ
ク
ワ
ク
し

ま
す
が
、
加
え
て
各
地
域
の

風
土
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き

る
の
が
と
て
も
好
き
で
す
。

―

保
険
医
会
へ
の
要
望
や
期
待

　
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る

保
険
算
定
に
つ
い
て
、
今
ま

で
以
上
の
解
説
や
セ
ミ
ナ
ー

が
あ
る
と
助
か
り
ま
す
。

　
ま
た
今
後
も
各
医
療
機
関

が
、
適
切
な
保
険
医
療
を
継

続
し
て
い
け
る
よ
う
、
旗
手

で
い
て
く
だ
さ
い
。

―

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
次
回
は
是
非
、
ご
趣
味
に
つ

　
い
て
ご
寄
稿
い
た
だ
け
れ
ば

　
と
思
い
ま
す
。

（
Ｓ
・
Ｎ
）
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ライフプラン講座のご案内

会　場 Zoomを用いたオンライン開催

日　時 12月11日（土）　16：00～18：00
録画配信も予定しています

講　師 西　俊輔　氏
公認会計士・税理士　ふたば税理士法人　代表社員

対　象 医科・歯科会員およびそのご家族
参加費 無料
申　込 12月7日（火）

相続税の基礎

聞
き
手

事
務
局
田
中

（

）

会　場 Zoomを用いたオンライン開催

日　時 11月27日（土）　15：00～17：00

講　師 田辺　隆　氏 （北海道保険医会理事　
　　　　　　　　  全国保険医団体連合会副会長）
清水　学　氏 （北海道保険医会理事）

対　象 歯科会員

参加費 無料

申　込

対象医療機関
すべての医療機関　

申請期間
令和３年11月１日（予定）から令和４年１月３１日

補助金額
・病院・有床診療所（医科・歯科）10万円上限
・無床診療所（医科・歯科）　8万円上限
対象経費
令和3年10月1日から12月31日までにかかる感染
防止対策に要する費用（概算による申請不可）
（対象となる費用については、厚労省のHPなどをご覧ください）

申請方法
インターネットを利用した電子申請（※）
　※郵送による申請方法や申請に関する相談など
　　については下記に問い合わせください。

（事務通知より一部抜粋）

厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター
電話：０１２０-３３６-９３３（平日 9:30～18:00）

コ
ロ
ナ
対
策
経
費
補
助
を

　
　
　
　
　
ご
活
用
く
だ
さ
い

厚労省HP

11月15日までに
オンラインで申込
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審査情報提供事例　その3

　支払基金本部は、審査上の一般的な取り扱いについて審査情
報提供事例として公表している。本会では、前回2020年12月５
日号にその１、2021年２月５日にその２と掲載しているが、そ
の後発出された部分について紹介する。

取 扱 い ： 原則として、「歯髄壊疽（Puエソ）」病名で、細菌簡易培
養検査の算定を認める。

理 　 由 ： 歯髄壊疽は、細菌感染によって壊死した歯髄が腐敗
し、根管内の歯質が感染した状態であるため、根管内
の細菌感染の有無を把握する細菌簡易培養検査を行
うことは有用である。

留  意  事  項： 新たに傷病が発生した場合や、処置又は手術後の経
過を観察する場合に行われた同月又は連月の複数回
の歯科パノラマ断層撮影は、事例ごとに判断する必要
があると考えられる。

取 扱 い ： 原則として、腐骨除去手術後の歯科パノラマ断層撮影
の算定を認める。

理 　 由 ： 腐骨除去手術後の顎骨の回復状態を診断するために
歯科パノラマ断層撮影の画像情報が有用である。

取 扱 い ： 原則として、画像診断の算定がない「歯周病検査2歯
周精密検査」の算定を認める。

理 　 由 ： 歯周疾患の病態によっては、画像診断を行わなくて
も、4点以上のポケット等を測定する歯周精密検査に
より歯周病の確定診断を行うことが臨床上あり得るも
のと考えられる。

65 細菌簡易培養検査
《令和3年2月22日新規》

取 扱 い ： 原則として、埋伏智歯で、歯科エックス線撮影（全顎撮
影以外の場合）、歯科エックス線撮影（全顎撮影の場
合）又は単純撮影（その他の場合）後の歯科用3次元
エックス線断層撮影の算定を認める。

理 　 由 ： 埋伏智歯の位置関係が2次元の撮影法で確認できな
かった場合に、歯科用3次元エックス線断層撮影に
よって埋伏歯の位置関係等を3次元的に確認すること
が臨床上あり得るものと考えられる。

78 歯科用3次元エックス線断層撮影3

取 扱 い ： 原則として、「象牙質知覚過敏症（Hys）」病名で、咬翼
法撮影を行った場合の歯科エックス線撮影の算定を
認める。

理 　 由 ： 象牙質知覚過敏症に対する診断や治療計画の立案を
行う上で、咬翼法撮影により得られる硬組織の状態等
の画像情報が有用な場合がある。

79 咬翼法撮影2

取 扱 い ： 原則として、上顎のみ又は下顎のみの疾患で、咬翼法
撮影を行った場合の歯科エックス線撮影の算定を認
める。

理 　 由 ： 上下顎いずれかのみの疾患であっても、診断や治療
計画を立案する上で、咬翼法撮影により得られる硬組
織等の状態等の画像情報が有用な場合がある。

80 咬翼法撮影3

73 写真診断8

取 扱 い ： 原則として、「開口障害」病名で、歯科パノラマ断層撮
影の算定を認める。

理 　 由 ： 開口障害の原因や顎関節の状態等を診断するために
歯科パノラマ断層撮影の画像情報が有用である。

74 写真診断9

取 扱 い ： 原則として、「歯の脱臼（Lux）」病名で、歯科パノラマ断
層撮影の算定を認める。

理 　 由 ： 歯の脱臼後の歯槽骨等の状態を診断するために歯科
パノラマ断層撮影の画像情報が有用である。

75 写真診断10

取 扱 い ： 原則として、「下顎隆起」病名で、歯科パノラマ断層撮
影の算定を認める。

理 　 由 ： 下顎隆起の病態を診断するために歯科パノラマ断層
撮影の画像情報が有用である。

76 写真診断11

取 扱 い ： 原則として、「顎骨腫瘍」病名で、歯科パノラマ断層撮
影と同日に行われた歯科用3次元エックス線断層撮影
の算定を認める。

理 　 由 ： 顎骨腫瘍に対する診断や治療計画を立案する上で、
腫瘍の部位や範囲等をより詳細に把握するために、歯
科パノラマ断層撮影で診断が困難であった場合に歯
科用3次元エックス線断層撮影の画像情報が有用な
場合がある。

77 歯科用3次元エックス線断層撮影2

66 歯周病検査3

取 扱 い ： 原則として、仮床試適と同日に行われた顎運動関連検
査の算定を認める。

理 　 由 ： 咬合関係をより正確に再現するため、仮床試適と顎運
動関連検査を同日に行うことが臨床上あり得るものと
考えられる。

67 顎運動関連検査2

取 扱 い ： 原則として、「咬合異常（Mal）」病名で、画像診断の算
定を認める。

理 　 由 ： 咬合異常により生じた歯周組織や顎関節等に対する
病態や原因の診断に、画像情報が有用な場合がある。

68 写真診断3

取 扱 い ： 原則として、歯冠修復物の不適合又は破損のみで、画
像診断の算定を認める。

理 　 由 ： 歯冠修復物が不適合又は破損した原因を診断するた
め、画像情報が有用な場合がある。

69 写真診断4

取 扱 い ： 原則として、「上顎洞炎」病名で、歯科エックス線撮影
（全顎撮影以外の場合）の算定を認める。

理 　 由 ： 上顎洞の炎症の原因等を把握するために歯科エック
ス線撮影の画像情報が有用な場合がある。

70 写真診断5

取 扱 い ： 原則として、歯科エックス線撮影（全顎撮影以外の場
合）算定後、同一部位に対する歯科エックス線撮影（全
顎撮影の場合）の算定を認める。

理 　 由 ： 歯科エックス線撮影（全顎撮影以外の場合）と歯科
エックス線撮影（全顎撮影の場合）では、撮影目的が
異なることから、歯科疾患の症状や部位等によって、最
初に局所の撮影を行い、その後、全顎的に撮影を行う
ことが臨床上あり得るものと考えられる。

71 写真診断6

取 扱 い ： 原則として、処置又は手術の算定がない、同月又は連
月の複数回の歯科パノラマ断層撮影の算定を認めな
い。

理 　 由 ： 最初に撮影した歯科パノラマ断層撮影の画像情報と、
処置又は手術を行わずに同月又は連月で撮影した歯
科パノラマ断層撮影の画像情報とを比較した場合に、
後者の撮影で新たに得られる情報は少ないことから、
本撮影を複数回行う必要性は乏しいと考えられる。

72 写真診断7


